
－2級 実技試験（資産設計提案業務・2019.9.8）・解答 1－ 

実技試験（資産設計相談業務）解答 

【第１問】 

問１ 正解 （ア）○ （イ）○ （ウ）× （エ）× 

（ア）○ 投資助言・代理業の登録のないＦＰでも、会社のホームページからダウンロード

したＩＲ資料を顧客に手渡すことはできる。

（イ）○ 弁護士資格のないＦＰでも、公正証書遺言の証人となることはできる。

（ウ）× 税理士資格のないＦＰは、たとえ無償であっても顧客の具体的な納税額を計算す

ることはできない。

（エ）× 社会保険労務士資格のないＦＰは、行政への提出書類の作成、手続き代行を行う

ことはできない。

問２ 正解 １ 

ファイナンシャル・プランニングのプロセス（６ステップ）は、以下のとおり。

（オ）顧客にファイナンシャル・プランニングで提供するサービス内容や報酬体系な

どを説明し、了解を得る。 

 ↓ 

（カ）面談やヒアリングシートにより顧客および家族の情報、財政的な情報等を収集

し、顧客の財政的な目標を明確化する。 

 ↓ 

（イ）顧客のキャッシュフロー表などを作成し、将来の財政状況の予測・分析等を行

う。 

 ↓ 

（ア）顧客の目標を達成するために必要なプランを作成し、顧客に提案書を提示して

説明を行う。 

 ↓ 

（エ）作成したプランに従い、顧客が行う金融商品の購入、不動産売却等の実行を支

援する。 

 ↓ 

（ウ）顧客の家族構成などの環境の変化、税制や法律改正の内容を考慮し、定期的に

プランの見直しを行う。 



－2級 実技試験（資産設計提案業務・2019.9.8）・解答 2－ 

【第２問】 

問３ 正解 （ア）20 （イ）80 （ウ）20 （エ）18 
 

 ＮＩＳＡ ジュニアＮＩＳＡ つみたてＮＩＳＡ 

非課税対象

の金融商品 

上場株式、公募株式投

資信託等 

上場株式、公募株式投

資信託等 

長期の積立て・分散投

資に適した一定の投資

信託 

口座開設可

能な者 

口座を開設する年の１

月１日時点で（ア 20）

歳以上の居住者等 

口座を開設する年の１

月１日時点で（ア 20）

歳未満、またはその年

に生まれた居住者等 

口座を開設する年の１

月１日時点で（ア 20）

歳以上の居住者等 

年間投資非

課税上限額 

新規投資額で120万円 新規投資額で（イ 80）

万円 

新規投資額で40万円 

非課税期間 
最長５年間 

（ロールオーバー可能） 

最長５年間 

（ロールオーバー可能） 

最長（ウ 20）年間 

払出し制限 なし 

原則として、３月31日

時点で（エ 18）歳で

ある年の前年12月31日

まで払出しができない 

なし 

 



－2級 実技試験（資産設計提案業務・2019.9.8）・解答 3－ 

問４ 正解 １ 

 
＜解説＞ 

収益分配後の個別元本＝収益分配前の個別元本－元本払戻金（特別分配金） 

＝13,690円－110円（※）＝13,580円 

※元本払戻金（特別分配金） 

＝収益分配金－普通分配金（収益分配前の基準価格－収益分配前の個別元本） 

＝150円－（13,730円－13,690円）＝110円 

 

13,690円 
元本払戻金 
（特別分配金） 

110円 

個別元本 修正後の 

個別元本 

普通分配金 

40円 

13,580円 

収益分配金 

150円 

13,730円 

収益分配前 

の個別元本 

収益分配前 

の基準価額 

収益分配後 

の基準価額 



－2級 実技試験（資産設計提案業務・2019.9.8）・解答 4－ 

問５ 正解 ２ 
 

 財形年金貯蓄 財形住宅貯蓄 

対象者 （ア 満55歳）未満の勤労者 

積立期間 

（イ ５年）以上の期間にわた

り、定期的に積立て 

（イ ５年）以上の期間にわた

り、定期的に積立て。ただし、積

立期間中の住宅購入に際しては、

一定の要件で払出し可 

非課税限度額 

［貯蓄型］ 

財形住宅貯蓄と合算して元利合計

550万円まで 
 
［保険型］ 

払込保険料累計額（ウ 385万

円）まで、かつ財形住宅貯蓄と合

算して550万円まで 

［貯蓄型］ 

財形年金貯蓄と合算して元利合計

550万円まで 
 
［保険型］ 

財形年金貯蓄と合算して550万円

まで 

目的外の払出時

の取扱い 

［貯蓄型］ 

過去５年間に支払われた利息につ

いて、さかのぼって所得税および

住民税が源泉徴収される 
 
［保険型］ 

（エ 積立開始時からの利息相当

分すべてが一時所得として総合課

税扱いとなる） 

［貯蓄型］ 

過去５年間に支払われた利息につ

いて、さかのぼって所得税および

住民税が源泉徴収される 
 
［保険型］ 

積立開始時からの利息相当分につ

いて、所得税および住民税が源泉

徴収される 

 



－2級 実技試験（資産設計提案業務・2019.9.8）・解答 5－ 

問６ 正解 ３ 

・ＹＡ株式のＰＥＲ（株価収益率）は、（ア 18.8）倍である。 

・ＹＡ株式とＹＢ株式の配当利回りを比較すると、（イ ＹＡ）株式の方が高い。 
 

＜解説＞ 
      

（ア） ＰＥＲ（株価収益率）＝
株価

１株当たり利益
  

      

・ＹＡ社 株価7,500円、１株当たり利益400円であるため 

ＰＥＲ＝
7，500

400
＝18.75 → 18.8（倍） 

      

（イ） 配当利回り（％）＝
１株当たり年間配当金

株価
×100 

      

・ＹＡ社 年間配当金150円、株価7,500円であるため 

配当利回り＝
150

7，500
×100＝2.0（％） 

・ＹＢ社 年間配当金45円、株価3,000円であるため 

配当利回り＝
45

3，000
×100＝1.5（％） 

ＹＡ社：2.0％＞ＹＢ社：1.5％ よってＹＡ社の方が高い。 

 

 

【第３問】 

問７ 正解 （ア）２ （イ）６ （ウ）９ （エ）10 
    

不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する

（ア 都道府県）が課税するもので、課税標準は原則として（イ 固定資産税評価

額）である。ただし、（ウ 相続）を原因とする取得の場合、課税対象とならない。

また、一定の条件を満たした新築住宅（認定長期優良住宅ではない）を取得した場合、

課税標準から１戸当たり（エ 1,200万円）を控除することができる。 
    

 

問８ 正解 ４ 

＜解説＞ 
    

実質利回り（％）＝
１年当たり収益

購入費用総額
×100 

    

１年当たり収益＝｛賃料－管理費等－管理業務委託費（月額賃料の５％）｝×12ヵ月 

 －固定資産税（年額） 

＝｛86,000円－10,000円－（86,000円×５％）｝×12ヵ月－65,000円 

＝795,400円 

実質利回り（％）＝795,400円/1,860万円×100＝4.276… → 4.28％ 
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問９ 正解 72（㎡） 

 建築面積の最高限度は建蔽率を用いて計算する。設例のように、セットバックを要する

場合は、道路の中心線から水平距離２ｍまでが道路とされ、敷地面積に算入されない。 

 現況道路が幅員3.2ｍのため、片側1.6ｍである。２ｍ－1.6ｍ＝0.4ｍ（＝セットバック） 

 よって建築面積の最高限度＝｛（10ｍ－0.4ｍ）×15ｍ｝×５/10＝72㎡ 
 

＜資料＞ 

 
 

問10 正解 ２ 

＜課税長期譲渡所得の金額の計算＞ 
     

譲渡価額－（取得費＋譲渡費用）－特別控除 
     

 ＜資料＞より 

・譲渡価額 5,000万円 

・譲渡費用  250万円 

・特別控除 3,000万円を適用する。 

・取得費に関しては不明のため概算取得費で計算する。 

概算取得費＝譲渡価額×５％＝5,000万円×５％＝250万円 

課税長期譲渡所得＝5,000万円－（250万円＋250万円）－3,000万円＝1,500万円 

 

 

 

 

 

甲土地 

（150㎡） 

 

乙土地 

市道3.2ｍ 
1.6ｍ 

1.6ｍ 

セットバック 
0.4ｍ 

9.6ｍ 

15ｍ 

10ｍ 
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【第４問】 

問11 正解 （ア）7（万円） （イ）176（万円） （ウ）110（万円） 
    

香里さんが現時点（45歳）で、 

・突発性難聴で８日間入院し（手術は受けていない）、退院日の翌日から約款所定の

期間内に10日間通院した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は

（ア ７）万円である。 

・初めてガン（乳ガン・悪性新生物）と診断されて18日間入院し、その間に約款所定

の手術（給付倍率40倍）を１回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付

金の合計は（イ 176）万円である。 

・交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は

（ウ 110）万円である。 
    
 

＜解説＞ 

（ア）突発性難聴により入院した場合、下記の保険金・給付金を受け取ることができる。 
     

＜保険証券１＞ 

疾病入院給付金 入院１日目から 日額5,000円 

通院給付金 入院１日目から 日額3,000円 
     

5,000円×８日＋3,000円×10日＝７万円 

（イ）ガン（乳ガン）による入院・手術は、下記保険金・給付金を受け取ることができる。 
     

＜保険証券１＞ 

疾病入院給付金 入院１日目から 日額5,000円 

女性疾病入院給付金 入院１日目から 日額5,000円 

手術給付金  入院給付金日額の40倍 

＜保険証券２＞ 

ガン診断給付金 100万円 

ガン入院給付金 入院１日目から 日額１万円 

ガン手術給付金  20万円 
     

5,000円×18日＋5,000円×18日＋5,000円×40倍 

＋100万円＋１万円×18日＋20万円＝176万円 

（ウ）交通事故で即死した場合は、下記の保険金・給付金を受け取ることができる。 
     

＜保険証券１＞ 

死亡保険金 100万円 

＜保険証券２＞ 

死亡給付金（ガン以外による死亡） 10万円 
     

100万円＋10万円＝110万円 

 



－2級 実技試験（資産設計提案業務・2019.9.8）・解答 8－ 

問12 正解 ４ 

＜資料＞より 

［医療保険（介護医療保険契約）］は、契約日が2015年４月１日であるため、新契約

（2012年１月１日以降に締結）に該当する。＜速算表＞より、控除額は 

・支払金額58,440円×１/４＋20,000円＝34,610円 

［個人年金保険（税制適格特約付）］は、契約日が2005年９月１日であるため、旧契約

（2011年12月31日以前に締結）に該当する。＜速算表＞より、控除額は 

・支払金額120,240円 → 100,000円超 よって50,000円 

34,610円＋50,000円＝84,610円 

 

問13 正解 （ア）28（日分） （イ）15（日分） 
    

 荒木さんが請求することができる入院給付金の日数は、入院Ｂについては（ア 28）

日分であり、入院Ｃについては（イ 15）日分である。 
    
 

＜解説＞ 

・入院Ｂの給付日数は、入院Ａとは違う疾病での入院となるため、［給付概要］給付金の

支払い条件（１日目より支払）により28日間となる。 

・同じ疾病での２回目の入院までの間（入院Ａと入院Ｃの間）が153日間（＝180日以内）

のため、１回の入院とみなされる。また１入院限度日数は60日のため、２回目（入院

Ｃ：36日間）の入院は、60日－45日（入院Ａ）＝15日分の給付となる。 

 

問14 正解 ２ 
 

＜解説＞ 

保険金額1，200万円

保険価格2，000万円
×100＝60％ ＜ 80％ 

 よって＜資料２＞の「イ ア以外の場合」の次の算式を使って計算する。 

・損害保険金の額 ＝（損害の額－保険証券記載の自己負担額）×
保険金額

保険価額の80％に相当する額
 

＝（500万円－０円）×
1，200万円

2，000万円×80％
  

＝375万円 
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【第５問】 

問15 正解 １ 
    

退職所得＝｛退職一時金－退職所得控除額（※）｝×１/２ 

（※）800万円＋70万円×（勤続年数－20年） 勤続年数１年未満の端数は切り上げ 
    

・退職所得＝｛1,900万円－1,150万円（※）｝×１/２＝375万円 

（※）800万円＋70万円×（25年－20年）＝1,150万円 

 

問16 正解 １ 
    

減価償却費＝取得価額×定額法の償却率（※１）×９月/12月（※２） 

（※１）建物の法定償却方法は、定額法である。 

（※２）事業供用月数で月割り按分する。 
    

減価償却費＝3,000万円×0.050×９/12＝1,125,000円 

 

問17 正解 ４ 

・不動産所得▲110万円のうち、土地取得のための借入金の利子120万円は、損益通算する

ことができない。これを除くと赤字はなくなり損益通算はできない。 

・譲渡所得のうち、ゴルフ会員権の譲渡損失は損益通算できない。 

・譲渡所得のうち、上場株式の譲渡損失は損益通算できない。 

 よって損益通算できる損失はない。 

 

問18 正解 ４ 
    

総所得金額＝雑所得＋一時所得×１/２ 
    

老齢厚生年金および企業年金は、雑所得となる。 

・雑所得の金額 ＝収入金額（年金額）－公的年金等控除額 

＝320万円－120万円（※） 

＝200万円 

（※）＜速算表＞より 320万円は、330万円未満であるため、控除額は120万円となる。 

養老保険の満期保険金は、一時所得となる。 

・一時所得の金額＝満期保険金－既払込保険料－特別控除50万円 

＝300万円－180万円－50万円＝70万円 

総所得金額を計算する時、一時所得は１/２を乗じた金額を合計する。 

・総所得金額＝200万円＋70万円×１/２＝235万円 

よって４が正しい。 
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【第６問】 

問19 正解 （ア）１/２ （イ）１/６ （ウ）１/12 

［各人の法定相続分と遺留分］ 

・被相続人の配偶者の法定相続分は（ア １/２）。 

・被相続人の長女の法定相続分は（イ １/６）。 

・被相続人の孫Ａおよび孫Ｂの各法定相続分は（ウ １/12）。 
 

＜解説＞ 

 民法上の法定相続人は、配偶者と子となる。二男はすでに死亡しているため、孫Ａ、Ｂ

が代襲相続する。代襲相続分＝１/２×１/３×１/２＝１/12 

 

問20 正解 （ア）○ （イ）○ （ウ）○ （エ）× 

（ア）○ 未払い税金は、相続財産から控除できる。 

（イ）○ 通常の葬式費用は、相続財産から控除できる。 

（ウ）○ 香典返戻費用は、相続財産から控除できない。 

（エ）× 法会の費用は、相続財産から控除できない。 

 

問21 正解 ４ 
     

米田さん ：「配偶者の相続税を軽減する制度があると聞きました。」 

目黒さん ：「配偶者に対する相続税額の軽減があります。」 

米田さん ：「対象となる配偶者と被相続人との婚姻期間について、要件はあります

か。」 

目黒さん ：「婚姻期間について、（ア 要件は定められていません）。」 

米田さん ：「この制度の適用を受けた場合、相続税はどの程度軽減されますか。」 

目黒さん ：「被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額

が、１億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか（イ 多

い方）の金額までであれば、配偶者には相続税がかかりません。」 

米田さん ：「相続税の申告期限までに、配偶者に分割されなかった財産も税額軽減の

対象になりますか。」 

目黒さん ：「申告期限までに分割されなかった財産は、軽減の対象になりません。た

だし、所定の手続きを行ったうえで、申告期限から（ウ ３年）以内に分

割された場合は、税額軽減の対象になります。」 
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問22 正解 ３ 

・父からの贈与：相続時精算課税制度 
     

 税額＝（贈与を受けた額－特別控除額2,500万円（※））×20％（一律） 
     

（※）複数年の贈与については合計が2,500万円に達するまで。 

＜資料＞より2018年に父から1,800万円の贈与を受けているため、2019年で使える特

別控除額は2,500万円－1,800万円＝700万円となる。 

税額＝（1,000万円－700万円）×20％＝60万円 
 

・祖父からの贈与：暦年単位課税 
     

 税額＝（贈与を受けた額－基礎控除額110万円）×税率（※） 
     

税額＝（490万円－110万円）×15％－10万円（※）＝47万円 

（※）＜速算表＞（イ）20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合を用いる。 
 

・2019年分の贈与税額＝60万円＋47万円＝107万円 

 

 

【第７問】 

問23 正解 408（万円） 
    

○年後の予想額（将来価値）＝現在の金額×（１＋変動率)経過年数 
    

 ３年後の基本生活費 396万円×（１＋0.01)3＝407.99… → 408万円 

 

問24 正解 1,294（万円） 
    

貯蓄残高＝前年の貯蓄残高×（１＋運用利率）±その年の年間収支 
    

2020年の金融資産残高＝1,225万円×（１＋0.01）＋57万円＝1,294.25 → 1,294万円 

 

問25 正解 （ア）× （イ）○ （ウ）○ （エ）○ 

（ア）× アドオン方式の金利の方が、実質金利より高くなる。 

（イ）○ 貸金業者からの借入れは、年収の３分の１以内である。 

（ウ）○ 自動車ローンは、貸金業法の総量規制の対象とならない。 

（エ）○ 利息制限法における上限金利は、15～20％である。 

 

 

【第８問】 

問26 正解 14,265,000（円） 

将来の目標額から現在の必要額を求めるには「将来の目標額×現価係数」で計算する。 

1,500万円×0.951（年利1.0％、５年の現価係数）＝14,265,000円 
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問27 正解 9,658,200（円） 

毎年の積立額から将来の合計額を求めるには「毎年の積立額×年金終価係数」で計算する。 

60万円×16.097（年利1.0％、15年の年金終価係数）＝9,658,200円 

 

問28 正解 768,000（円） 

将来の目標額から毎年の積立額を求めるには「将来の目標額×減債基金係数」で計算する。 

800万円×0.096（年利1.0％、10年の減債基金係数）＝768,000円 

 

 

【第９問】 

問29 正解 ４ 

・外貨ベースの税引き後元利合計 

10,000米ドル×｛１＋（0.05×３ヵ月/12ヵ月×0.8）｝＝10,100米ドル 

※利息は月単位で計算するため、年利率5.00％に３ヵ月/12ヵ月を乗じている。 

※利息額の20％が所得税・住民税として源泉徴収されるため、0.8を乗じている。 

・円ベースの税引き後元利合計（外貨から円転する場合はＴＴＢレートを使う） 

10,100米ドル×110.00円＝1,111,000円 

 

問30 正解 ２ 
 

 借入人等 住宅ローン控除 

幸一郎さん 恵美さん 幸一郎さん 恵美さん 

ペアローン 
借入人 

（債務負担者） 

借入人 

（債務負担者） 
受けられる （ア 受けられる） 

収入合算 

（連帯保証） 

借入人 

（債務負担者） 
連帯保証人 受けられる （イ 受けられない） 

収入合算 

（連帯債務） 

借入人 

（債務負担者） 
連帯債務者 受けられる （ウ 受けられる） 

 

問31 正解 （ア）○ （イ）○ （ウ）× （エ）○ 

（ア）○ 住宅ローン控除は、税額控除として一定金額を所得税額から控除できる。 

（イ）○ 生命保険料控除は、所得控除として一定金額を所得金額から控除できる。 

（ウ）× 寄付金控除は、所得控除として一定金額を所得金額から控除できる。 

（エ）○ 地震保険料控除は、所得控除として一定金額を所得金額から控除できる。 

 

問32 正解 ２ 

 ＜設例＞［保険］より、収入保障保険Ａの年金月額は15万円と分かる。 

 34歳（2019年10月１日）に死亡した場合、53歳（2038年10月１日）までの19年間（53－

34）年金が支払われる。 

 15万円/月×12ヶ月×19年＝3,420万円 
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問33 正解 （ア）３ （イ）４ （ウ）８ 
    

・幸一郎さんへの傷病手当金は、（ア ８月９日）より支給が開始される。 

・幸一郎さんへ支給される傷病手当金は、１日当たり（イ 5,000円）である。 

・傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長で（ウ １年６ヵ月）である。 
    

・＜資料＞［傷病手当金の１日当たりの支給額］より 

支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額（※）÷30日×２/３ 

※［幸一郎さんのデータ］より 

 360,000円÷30日×２/３＝8,000円 

 但し、給与から１日3,000円が支給されているため、一日当たりの傷病手当金の支

給額は、8,000円－3,000円＝5,000円となる。 

・連続して３日以上休んだ場合、４日目より支給となる。 

 よって９日（金）からの支給となる。 

 

問34 正解 ４ 
    

・克樹さんの場合、基本手当の所定給付日数は（ア 90日）である。 

・基本手当の受給期間内に、負傷、疾病等により、引き続いて30日以上職業に就くこ

とができない場合は、申出により受給期間を最大（イ ４年間）まで延長すること

ができる。 

・克樹さんの場合、基本手当は、求職の申込み日以後、７日間の待期期間および最長

（ウ ３ヶ月）の給付制限期間を経て支給が開始される。 
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【第10問】 

問35 正解 4,720（万円） 
 

＜関根家のバランスシート＞ （単位：万円） 

［資産］  ［負債］  

金融資産  住宅ローン 1,220万円 

 預貯金等 1,710万円 自動車ローン 60万円 

 債券・株式等 320万円   

生命保険（解約返戻金相当額） 700万円 負債合計 1,280万円 

不動産  

［純資産］ （4,720）万円 
 土地（自宅の敷地） 2,400万円 

 建物（自宅の家屋） 700万円 

その他（動産等） 170万円 

資産合計 6,000万円 負債・純資産合計 6,000万円 
 

 バランスシートの作成の手順は次のとおり。 

① 設例のデータⅢ．関根家の財産の状況＜保有資産（時価)＞＜負債残高＞＜生命保険＞

から、関根家の資産合計と負債合計を求める。資産合計は6,000万円、負債合計は1,280

万円となる。 

② 「資産合計＝負債・純資産合計」であるため、負債・純資産合計も6,000万円となる。 

③ 純資産を求める。 

 純資産＝負債・純資産合計－負債合計＝6,000万円－1,280万円＝4,720万円 

 

問36 正解 ２ 
    

普通借地権評価額＝路線価×奥行価格補正率×地積×借地権割合 
    

 200千円（※）×1.00×240㎡×60％＝28,800,000円 

 （※）路線価は千円単位である。 

 特定居住用宅地にあたり、小規模宅地の特例適用（330㎡まで80％評価減）を受ける。 

 28,800,000円－28,800,000円×0.8＝5,760,000円 

 

問37 正解 ２ 

 譲渡所得の取得費の計算の基礎となる１万口当たりの取得価格は、売却までに買い付け

た株の平均単価となる。 

2019年１月 9,400円/万口×100万口/１万口＋20,304（※）＝960,304円 

2019年７月 11,000円/万口×60万口/１万口＋14,256（※）＝674,256円 

960,304円＋674,256円＝1,634,560円 

（※）手数料等も取得価格に含める。 

・取得平均単価＝1,634,560円÷（100万口＋60万口）/１万口＝10,216円/万口 

譲渡所得＝（12,000円－10,216円）×100万口/１万口＝178,400円 
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問38 正解 ２ 

・相続税の課税価格の合計額は以下の通りである。 
 

 評価額 備 考 

金融資産・不動産・動産等 22,000万円 評価減特例適用後 

生命保険Ⅹ・Ｙ 800万円 非課税控除後（※） 

葬式費用等 ▲400万円 控除 

合  計 22,400万円  

（※）生命保険金等の非課税限度額＝500万円×法定相続人の数 

 法定相続人は、久子さん、紀行さん、祐介さん、桃子さんの４人となる。 

 よって生命保険金等の非課税限度額＝500万円×４人＝2,000万円 

 保険金の課税価格＝2,500万円＋300万円－2,000万円＝800万円 

・健史さんは相続人ではないため、生前贈与400万円は加算しない。 

・上記法定相続人（４人）より基礎控除額は、3,000万円＋600万円×４人＝5,400万円 

 よって課税遺産総額は、22,400万円－5,400万円＝17,000万円 

 

問39 正解 ２ 

・老齢基礎年金の計算式 

＝780,100円×
保険料納付済月数＋（保険料免除月数×免除の種類に応じた割合）

480月
  

・老齢基礎年金額＝780,100円×
432月

480月
  

＝702,090円 

・繰り下げ後の支給額 ＝（702,090円＋30,000円（※））×（１＋0.7％×12月×５年） 

＝732,090円×1.42＝1,039,567.8 → 1,039,568円 

  （※）付加年金額＝200円×付加年金を納めた月数＝200円×150月＝30,000円 

 

問40 正解 （ア）３ （イ）４ （ウ）７ 
    

 「介護保険の給付を受けるためには、（ア 市町村（特別区を含む））から要介護・

要支援認定を受ける必要があります。本人や家族などが（ア 市町村（特別区を含

む））の窓口で認定申請すると、後日認定調査が実施され、主治医の意見書等も踏ま

え、（ア 市町村（特別区を含む））に設置されている介護認定審査会により、自立

（非該当）、要支援、要介護のいずれかに認定されます。自立以外に認定された場合

は、要支援、要介護を合わせ全（イ ７段階）のランク付けがなされ、このランクが

高いほど介護給付の支給限度額は高くなります。 

 なお、在宅サービスなど実際に介護保険の給付を受ける際の利用者負担の割合は、

一定以上の所得がある者を除き、原則として（ウ １割）となっており、認定された

要介護度のランクに応じた支給限度額を上回るサービス費用については、全額自己負

担となります。」 
    


